
 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

長崎県退職者連合

〇年間4回発行の広報誌
に「ニセ電話詐欺」の注
意喚起記事を掲載予定。

〇令和5年度の学習会で
「防犯」をテーマに取り上
げる。

長崎県私立幼稚園・認定こども園ＰＴＡ
連合会

〇各加盟園における「生
活安全ニュース」「もって
こいネットワーク通信」の
活用。

〇各学校区内におけるパ
トロール活動に参加予
定。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議へ参加予定。

長崎市ＰＴＡ連合会

〇更に市教委及び市（少
年センター等）との連携を
深める。定期的に連携会
を開く。また、育成協・子
供を守るネットワーク等と
の連携・協力を深める。

（各PTA）
〇学校、自治会、子供会、
警察、育成協、児童民生
委員、保護司、地域コミュ
ニティ、学童等との連携・
協力。

〇市Ｐ連広報紙による広
報・啓発。
〇市Ｐ連ホームページによ
る広報・啓発。
〇広報紙研修会の開催。

（各PTA）
〇単PのPTA新聞による
広報・啓発。

〇大型商業施設及び周
辺の巡回指導。

（各ＰＴＡ）
〇登下校時の見守り活
動、校区内パトロールの
実施。
〇100人パトロールの実
施。

〇「長崎っ子の約束」（チ
ラシ）を配布し、メディア啓
発を図る。
〇ＰＴＡ活動の手引き等を
配布し、啓発を図る。
〇通信端末機使用につい
てのＰＴＡ役員の研修会の
実施。（ファミリープログラ
ム）
〇安全安心メールの有効
活用。

（各ＰＴＡ）
〇通信端末機使用につい
ての研修会の実施。
〇講演会の実施。
〇あいさつ、声かけ運動の
実施。

〇長崎安全・安心まちづく
り推進協議会への参加。
〇子供を守るネットワーク
会議への参加。

（各ＰＴＡ）
〇子供を守るネットワーク
会議への参加。
〇少年センター補導委員
研修会への参加。
〇校区内安全マップ等の
作成。

〇メディアルールの啓発
（チラシの配布）予定。
〇メディア関連の研修会
の開催予定。

（各PTA）
〇メディアルールの啓発。
（チラシの配布）
〇メディア関連の研修会
の開催。

〇ココロねっこ、暴追パ
レードへの後援や参加協
力。
〇「ながさきエコライフ・
フェスタ」における清掃活
動への参加協力予定。

〇大型商業施設及び周
辺の巡回指導。
〇100人パトロールへの
参加。

（各PTA）
〇危険箇所のチェック。

〇単位PTAを中心に
「ファミリープログラム」を
実施。
〇安全安心メール加入促
進。更に、各単P副会長の
加入促進。

ダイヤランドまちづくり連絡協議会

〇本年度は警察や消防と
の連携を強化し、協議会
の活動を本来の姿に戻し
たい。また、協議会内の各
団体間の交流の機会を作
り、各団体間の連携強化
を図りたい。

〇これまで同様、「まちづ
くり通信」の毎月発行と全
世帯への配布を継続して
「まちづくり活動」への理
解と協力のための啓発を
進めたい。

〇本年度も「朝の学童見
守り活動」や、下校時間
帯の「青パト隊」活動は継
続していきたい。

〇育成協
　本年度は昨年出来な
かった青少年対象の事業
開催に向けて計画した
い。そのためにも学校・育
成協・子供会・子供を守る
ネットワークとの連携を深
めていきたい。

〇コロナも落ち着いてきた
中、定例の全体会(年間4
回)、各部会、役員会等で
「安全・安心まちづくり」
をメインテーマとして推進
するものとし、広報活動を
含めて全住民へと輪を広
げていきたい。

〇高齢者対象の警察署に
よる「防犯講話(ニセ電話
詐欺の予防等)」及び「交
通安全教室」、子供を主と
した　イベントの実施を計
画している。

〇令和5年度は、協議会
設立20周年に当たるの
で「防犯パレード」は是非
実行したい。

〇昨年度に続いて、街中
の美化活動を実施してい
きたい。大通り・公園(12
カ所)・斜面地の整美・危
険箇所の点検・夜間の門
灯の点灯運動などに力を
注ぎたい。

〇防犯の基底である「住
民の好ましい交流」を深
めるために「ふれあい
ウォーキング」を実施した
い。

長与北部地区コミュニティ運営協議会

〇青パト隊によるパトロー
ル。児童の下校時の安全
指導。また、夜のパトロー
ルを実施。

（公財）長崎県老人クラブ連合会

〇本連合会事業計画項
目の「生活と地域を豊か
にする活動」の一環として
「防犯、安全対策、交通安
全等の地域見守り活動の
推進」を盛り込み、機関誌
による広報や研修会等で
啓発を図る。

〇単位老人クラブにおい
て学校・自治会等と連携
し「地域（子供）見守りパ
トロール活動」を引き続き
継続して実施予定。

〇単位老人クラブにおい
て学校・子供会等に対す
るシニアスポーツの指導
や伝統技能・芸能の伝承
活動により交流を引き続
き継続して実施予定。

（一財）長崎県地域婦人団体連絡協議
会

〇学校支援会議や自治
会・民生員会議に出席し
て情報を共有し、子供や
地域の防犯活動に協力す
る。

〇婦人会だよりや長崎ひ
まわりプロジェクトのちら
しを配布したり、花壇で見
守り活動を行う。

〇通学路での子供達への
挨拶・見守りを行う。

〇各地区で体験学習や通
学合宿を行う。また、郷土
芸能伝承活動で子供と高
齢者の交流の場を設け健
全育成を図る。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議に出席予定。

〇婦人会行事・大会時に
講演を予定。

〇登下校の見守り活動。 〇空き家の見守りやゴミ
のない街づくりを行う予
定。

〇県下市町での行事・総
会に参加予定。

令和５年度事業者・団体の取組予定一覧表 資料８
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

長崎県生活学校連絡協議会

〇エコイベントへの参加。
〇消費者月間啓発街頭
キャンペーン（長崎・佐世
保地区）

〇街頭啓発活動～テッ
シュ・チラシの配付。
〇各種イベントでのPR活
動。

〇下校時のパトロール。 〇地域の子供たちとの交
流。
〇ふれいあい農園実施。
〇母と子の料理教室実
施。
〇保育所・幼稚園のクリス
マス訪問。

〇消費者トラブルについ
ての学習会の開催・講演
会出席。

〇消費者月間啓発街頭
キャンペーンの実施（中
止）
〇消費者問題講演会実
施・参加。

長崎県警友会連合会

〇警察、長崎県防犯協会
連合会、長崎県暴力追放
運動推進センター、長崎
犯罪被害者支援センター
等と連携し、パトロール活
動、広報啓発活動など諸
活動を推進する。

〇会報誌「長崎県警友」
を活用し、犯罪実態に応
じた広報啓発活動を推進
する。
〇関係機関から配付を受
けたチラシ等の資料を活
用した広報啓発活動を推
進する。

〇地域安全サポーターに
委嘱された警友会員等
が、県下全域において交
通安全指導、防犯パト
ロール等を実施する。特
に、児童の登下校時の見
守り活動、年金支給日に
おける金融機関やATM
の警戒及び広報によりニ
セ電話詐欺被害防止に
努める。

〇各種イベント会場、大型
商業施設等の巡回パト
ロールによる非行少年の
発見と少年犯罪の防止に
努める。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議やニセ電話詐欺
款官民合同会議等に出
席または意見提言により
協議する。

〇県内一斉パトロールの
ほか、各地区で開催され
る街頭キャンペーン等に
積極的に参加する。

（一社）長崎県医師会

〇本年度も特別な活動の
予定はないが、例年同様
に長崎犯罪被害者支援
センターの賛助会員とし
て同センターの活動を支
援していく予定である。ま
た、県警の性犯罪捜査に
協力するため、県医師会
及び県産婦人科医会で
は、全県下における協力
体制の取り組みを今年度
も引き続き行っていく。

〇本年度も同様に、県医
師会報誌 又は 郡市医師
会を通じて、医師会員に
周知すべき事案について
は対応していく。　また、県
警の防犯情報「もってこい
ネットワーク通信」発信等
で防犯意識の高揚を図る
と共に、近年被害が増加
しているサイバー攻撃や
情報漏洩を未然に防ぐた
めの広報活動を行ってい
く。

〇本年度も同様に、学校
保健活動を通じて児童の
健やかな心身の育成を図
るとともに、県医師会健康
スポーツ表彰制度を通じ
て青少年の健全育成に努
めたい。また、喫煙率の低
下と受動喫煙の防止は、
県民の健康を守るための
喫緊の課題であり、本会
においても日本医師会
「受動喫煙ゼロ宣言」を
支援し、青少年の健全育
成に更に努力して行きた
い。

〇行政等が行う犯罪対策
に向けた活動に積極的に
参画し、協力体制の取り
組みを引き続き行ってい
く。

〇本年度も、児童虐待予
防のため、産科医療機関
が持つ妊娠初期から産後
１か月くらいまでの母子の
情報について、行政にお
ける保健、福祉が共有し、
必要な支援につなげてい
くための取り組みを実施
する。

日本放送協会長崎放送局

〇引き続き報道機関の責
務を果たし、地域に貢献
していく。

〇引き続き取材活動を通
じて、安心・安全の情報を
届け続ける。

（株）長崎新聞社

〇各団体とコミュニケー
ションを密にし、新聞社の
本業である取材・執筆・紙
面化を通して安全・安心
なまちづくりに貢献する。

〇紙面とホームページで
県内各団体の広報・啓発
活動や国内・県内の犯罪
概況・犯罪傾向、犯罪の
ないまちづくりに向けた方
策などを発信していく。

〇県内で盛んに行われて
いる青少年健全育成活動
の現場を積極的に訪問
し、PRに努力する。

国立大学法人長崎大学

〇禁止薬物に関する講話
で啓発を図る。（4月と12
月に予定）

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議へ参加予定。

〇消費者トラブルについ
ての講演会（新入生向
け）を開催予定。
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

（公社）長崎県防犯協会連合会

〇県、警察、県下各地区
防犯協会及び防犯ボラン
ティアなどと連携し、犯罪
なく３ば運動、ニセ電話詐
欺被害防止をはじめとし
た各種犯罪防止対策に
積極的に取り組む。

〇青色防犯パトロール団
体に対し、活動用資器材
及び活用資料を提供する
などの支援を予定。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議に参加予定。

大村市竹松地区防犯協会

〇大村市・大村警察署及
び宮小路交番と連携し、
セーフティモデルタウン計
画を継続実施予定。

〇生活安全ニュースや県
警キャッチくんの詐欺情
報や防犯チラシを２０町内
会会長に配布し啓発活動
予定。

〇年間計画に基づき、富
の原小学校及び竹松小
学校区の青色パトロール
を実施予定。
〇竹松ふれ愛ステーショ
ン各機関合同による周辺
パトロール実施予定。

〇地域住民による児童の
登下校の見守り活動・挨
拶運動の推進。

〇大村警察署の生活安
全ニュース、宮小路交番
発行の「防犯宮小路」の
活用説明。

〇大村市自治体合同によ
る研修に参加予定。

〇防犯啓発チラシ配布予
定。

〇公園広場等の樹木及び
植え込みを計画的に剪定
し、見通しを良くする。
〇各町内会ごみ拾いを計
画的に実施し、環境美化
活動予定。

〇防犯灯15～20基を独
自新設予定。

長崎県少年補導員連絡協議会

〇令和５年度「ココロねっ
こ」運動への参加協力。
〇長崎県青少年育成県
民会議への参加。
〇全国青少年健全育成
強調月間に伴う非行防止
活動への参画。（７月）
〇警察や関係機関等と連
携した各種防犯活動・少
年の立ち直り支援活動を
実施。

〇「ココロねっこパレード」
への後援・参加。（１１月）
〇全国地域安全運動に対
する後援・参加協力。

〇各地区による随時街頭
補導の他、月１回街頭補
導を実施。
〇祭礼行事等における特
別補導の実施。
〇児童生徒の登下校時に
おける見守り活動と校区
内パトロール。

〇各地区による随時街頭
補導の他、月１回街頭補
導を実施。
〇祭礼行事等における特
別補導の実施。
〇児童生徒の登下校時に
おける見守り活動と校区
内パトロール。
〇警察や関係機関等と連
携した少年の立ち直り支
援・居場所づくり活動の
実施。

〇令和５年度長崎県犯罪
のない安全・安心まちづく
り推進県民会議出席。

〇各地区少年補導員の
技量向上のための各種
研修会の実施。

〇各地区の行事に合わせ
た少年非行・犯罪防止
キャンペーンの実施。
〇２０歳未満喫煙・飲酒防
止街頭キャンペーンに伴
う協力・参加。

〇登下校ルート及び駐輪
場等における防犯診断の
実施。

〇少年補導員としての技
量向上を目的とした各種
研修会への参加。
〇少年問題シンポジウム
出席（１１月：東京都）
〇全国少年警察ボラン
ティア・ニューリーダー研
修会出席。（２月：オンライ
ン）

浦上警察署管内少年を守る母の会連合
会

〇今年度は警察と連携し
活動を進めていく予定。

〇ココロねっこパレードに
参加予定。
〇年末キャンペーンに参
加予定。

〇各地区で実施予定。 〇今年度も登下校の見守
りを行う予定。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議へ参加予定。

〇理事会・総会を開催予
定。
〇講演会予定。

〇防犯年末キャンペーン
（住吉地区）予定。
〇街頭挨拶活動（毎月）

〇危険箇所点検予定。

長崎県二輪車自転車商協同組合

〇長崎市内の各警察署
交通課と街頭にて二輪
車、自転車の交通安全運
動。

〇秋の交通安全運動に長
崎警察署交通課、母の
会、郵便局等とパレード参
加予定。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議へ出席予定。

〇秋の交通安全運動にバ
イクパレード参加予定。

〇県内の小中高校及び街
頭で自転車の安全点検、
自転車防犯登録の推進、
自転車の盗難防止のた
めの二重ロックの必要性
を説明予定。

〇令和5年度は各組合員
店で出来ることが有れば
実施したい。

〇テレビ、新聞等メディア
及びホームページを活用
した防犯広報を実施予
定。
〇公共交通機関バスの
ラッピング広報を本年度
は６か月実施予定。
〇防犯ポスター、標語、青
パト活動写真を募集及び
防犯ポスターの展示会を
実施予定。
〇募集した防犯ポスター、
標語で入選した作品で、
防犯ポスターを作成し、公
共交通機関のバスの車内
に掲示し防犯活動の強化
を広報予定。
〇実施した防犯キャン
ペーンにおいて、地域安
全及び少年の健全育成
等についての広報啓発
リーフレット・チラシ等を配
布予定。
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

（一社）長崎県建設業協会

○「全国交通安全運動」
(春･秋)、「交通安全県民
運動」(夏･年末)の実施
について、HPにより会員
へ周知・協力依頼。
○暴力追放運動など職
員を対象とした所内回
覧。

○長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議への参加。

（一社）長崎県建築士会

〇長崎市消費者センター
と連携して、悪質リフォー
ム業者から消費者、特に
高齢者を守る取り組みを
行う。毎月１回開催の無
料住宅相談会を活用し、
悪質業者に関する相談を
受ける。

〇引き続き、挨拶や声掛
けなど地域における関わ
りを大切に続けて参りま
す。あらためて素顔の感
情表現の大切さを伝えて
いきたい。
〇建築教育を通じて学校
行事・活動に参加してい
きながら、青少年を見守っ
ていく。

〇長崎県犯罪のない安全
安心まちづくり推進県民
会議へ参加予定。

（一社）長崎県警備業協会

〇警察本部、暴追セン
ター等と連携し、暴排活
動を推進する。

〇協会発行の機関誌等で
広報啓発活動を推進す
る。

〇警備業者において、見
守り活動、ニセ電話詐欺
被害防止のパトロールを
実施する。
〇警備業者において、強
盗事件、窃盗事件被害防
止のためのパトロールを
実施する。

〇警備業者において、登
下校時間帯における通学
路での見守り活動を実施
する。

〇暴力追放「いのちを守
る」長崎市民集会に参加
する。
〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議に参加する。

〇防犯指導技能養成研
修会に参加する。

〇「警備の日」における街
頭キャンペーンを実施す
る。

〇継続して「パートナー
シップ事業所」の幟を掲
示する。

長崎県中小企業団体中央会

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり宣言の
募集。
〇ココロねっこパレードの
後援。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議への参加。

長崎県商工会議所連合会

〇イベントの実施等につ
いて所轄警察署と事前協
議を行う。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議へ参画。
〇長崎地区暴力追放運
動協議会へ参画。

長崎県商工会連合会

【西そのぎ商工会】
安全・安心なまちづくりの
ために、令和５年度も時
津警察署と連携していく。
また、商工会女性部が実
施する「ひまわりプロジェ
クト」についても、引き続き
実施する。

【西そのぎ商工会】
時津警察署と連携し、要
請に応じて会員への情報
提供や啓発を行なう。
【雲仙市商工会】
「犯罪なく３ば運動実施
中」のステッカーを公用車
に貼付。
【新上五島町商工会】
前年度に引続き、防犯情
報紙を全会員へ提供す
る。

【西そのぎ商工会】
令和３年度に設置した防
犯カメラは、事務所内だけ
でなく、道路に面した外部
にも設置しており、犯罪防
止のための環境整備にも
寄与している。また、録画
したデータは警察署にも
提供可能としている。
【佐世保市北部商工会】
吉井町街路灯組合、世知
原街路灯部会、小佐々町
街路灯組合を支援し、各
町内の街路灯維持により
夜間防犯を図る。

（一社）　長崎青年会議所

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議への委員参加。
〇長崎市安全・安心まち
づくり推進協議会への委
員参加。

〇ポスター、チラシの掲
示。

〇青少年育成事業の実
施。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議への委員参加。
〇長崎市安全・安心まち
づくり推進協議会への委
員参加。
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

浜市商店連合会

〇長崎警察署、丸山交番
と連携し地域の安全安心
に繋がる活動を行う予
定。
〇長崎中央消防署と連携
し、消防訓練を計画。

〇アーケード内法整備を
使った啓発活動を実施予
定。

〇防火・防犯を目的とした
夜警活動を実施予定。
〇アーケード設備の定期
的な点検活動を実施予
定。

〇万引き防止活動の継
続。

〇理事会での情報共有と
対策を協議。

〇街頭キャンペーン活動
へ参加予定。

〇防犯カメラの適正運用
と捜査への協力。

させぼ四ケ町商店街協同組合

〇防犯カメラの閲覧、撮影
の協力。

〇ポスターの掲示、街内
放送での呼びかけ。

〇売台の設置状況の見回
り、道路・アーケードの天
井の破損等の見回り。

〇年末安全パレード等に
積極的に参加する。

〇防犯カメラの運用・犯罪
捜査協力。

（株）ファミリーマート　九州リージョン

○県警との連携（防犯活
動）

○関係部署から依頼のあ
るポスター・チラシ等の店
舗での設置・掲示の協
力。

○有害図書の販売・閲覧
等の自主規制。

○長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議へ参加予定。

○未成年者飲酒防止キャ
ンペーンへの参加。
○未成年者喫煙防止キャ
ンペーンへの参加。

○店舗での防犯カメラ設
置。
○ニセ電話詐欺被害阻
止のためのお客様への声
掛け環境整備の実施。

○一般社団法人日本フラ
ンチャイズチェーン協会に
おけるセーフティステー
ション活動の実施。

長崎県金融機関防犯連絡協議会

〇各地区の金融機関防
犯協会と地元警察署と連
携した防犯訓練（ニセ電
話詐欺等未然防止訓練
を含む）の実施。

〇犯罪のない安全・安心
まちづくり推進旬間ポス
ターの会員向け配布。
〇県警の要請に基づく会
員へのタイムリーな広報。

〇県主催の「犯罪のない
安全・安全まちづくり推進
県民会議」へ参加予定。

〇防犯業務実務担当者
研修会の開催。

〇各地区防犯協会開催
の防犯運動への参加（各
地区金防協）

日本貸金業協会長崎県支部

〇警察に対し、ヤミ金被害
等に関する情報提供を行
う（協会本部より警視庁
へ）
〇行政機関・消費生活セ
ンターへの訪問等を行い、
各種情報の共有化を図る
〇多重債務協議会に参加
し、情報の提供を行う。

長崎県校長会

〇学校区内の「こども
110番の家」の周知を図
る。交通指導員、少年補
導員、警察との連携・協力
のもと、情報の共有化を
図る。

〇「長崎っ子の心を見つ
める教育週間」を実施し、
学校・家庭・地域で子供
についての情報の共有化
を図る。

〇学校区における「100
人パトロール」や学校区
内の地域行事等でのパト
ロールを実施する。

〇育成協の協力による
ネットワークパトロールを
実施する。

〇学校区内にある地域コ
ミュニティ協議会等におい
て、情報交換・情報共有を
行う。

〇各学校で警察等関係
機関に協力していただき、
実施する。（メディア研修
等）

〇ココロねっこパトロール
への参加。

〇通学路に死角、たまり
場、空き家当の危険箇所
がないか確認する。防犯
ブザーの点検を促す。

〇金融トラブル被害防止
に関する啓発資料等を窓
口等に備置及び配置し、
消費者等の被害防止・啓
発を行う。
〇協会のホームページに
悪質業者の社名や手口を
公表し、注意喚起を行う。
（http;//www.j-
fsa.or.jp）
〇消費者等からの相談に
応じ、貸金業登録の有無
等の調査及び対応につい
て助言、回答を行う。
〇各種団体等からの要請
に基づき金銭トラブル、悪
質商法被害防止相談対
応におけるカウンセリング
の基本・家計管理支援等
に関する講演、セミナーの
講師派遣を行う。
〇成年年齢引き下げに伴
う若年者向け啓発ツール
（ミニパンフレット）を窓口
等に備置するとともに関
係先へ配布し、若年者の
金融トラブル被害防止・
啓発を行う。
〇若年者金融トラブル
ホットラインにより若年者
への対応にあたる。
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

長崎県高等学校長協会

〇１２月、３月に警察との
合同巡視を実施予定。

〇各校の状況に応じて注
意喚起を実施。

〇各種行事が実施されれ
ばそれに応じて実施。

〇各種行事が再開されれ
ばＰＴＡとの合同巡視を実
施。　学校行事におけるＰ
ＴＡの積極的参加や挨拶
運動を実施。

〇学校評議員会等の機
会を通して、地域の方との
情報共有を実施。

〇危機管理教室、薬物乱
用防止教室、情報モラル
教室を実施。

長崎県私立中学高等学校協会

〇もってこいネットワーク
通信の回覧。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議への出席。

〇ココロねっこパレードへ
の参加。

長崎県私立幼稚園・認定こども園連合
会

〇各加盟園における「生
活安全ニュース」「もって
こいネットワーク通信」の
活用。

〇各学校区内におけるパ
トロール活動に参加予
定。

〇「子どもを守る長崎ひま
わりプロジェクト」への参
加。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議へ参加予定。

〇各地区加盟園において
必要に応じて開催予定。

〇各加盟園の状況に応じ
た防犯カメラ等の導入、
ガードマン等の配置。

長崎県ＰＴＡ連合会

〇県警及び県教委、県こ
ども政策局等の関係諸機
関との連携強化。

〇児童生徒の登下校時に
おける子供を見守る活動
と校区内のパトロールを
実施予定。

〇いじめ防止及びいじめ
根絶を目的とした児童生
徒対象の「いじめ防止標
語コンテスト」を実施予
定。
〇スマホ・携帯電話等の
フィルタリング研修会のみ
にとどまらず、ゲーム機等
も含んだネット全般にわた
る保護者向けネット研修
会を各郡市PTA連合会
や単位PTAで実施予定。
〇家庭教育力の向上をめ
ざして「三行詩コンクー
ル」を実施予定。優秀作
品は県P連で表彰し、さら
に全国コンクールへ推薦
する予定。

〇「ダメ。ゼッタイ。」ヤング
街頭キャンペーン、ココロ
ねっこパレードへの参加
予定。

長崎県私立中学高等学校ＰＴＡ連合会

〇もってこいネットワーク
通信の回覧。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進県
民会議への出席。

県民会議壱岐支部

〇保護司会とともに、街頭
補導活動を行う。
〇壱岐保健所からのポス
ター等の配布があれば、
薬物撲滅運動の啓発活
動を推進する。

〇青色回転灯パトロール
車でのパトロールを実施
する。

〇県下一斉パトロールに
参加し、啓発活動を実施
する。

〇少年の万引き、自転車
等の窃盗などを起こさな
いよう地域での情報交換
や環境づくりをする。

〇県民会議壱岐支部会
議ほか、暴力追放推進協
議会、防犯協会連合会、
保護司会等で安全・安心
まちづくりについての話し
合い、協議を行う。

〇交通安全運動キャン
ペーン等において、チラ
シ、啓発用グッズの配布
を行う。

〇市内各港、空港、主要な
道路交差点の防犯カメラ
の常時運用（常時録画）
できるよう維持管理に努
めていく。

県民会議新上五島支部

〇防災行政無線放送にて
住民の意識高揚を図るた
めの啓発活動を実施。

〇犯罪のない安全・安心
まちづくり推進旬間中の
10月11日に防犯パト
ロールを実施予定。（魚目
小学校区）

〇青少年柔剣道大会の
開催。（11月19日開催予
定）

〇新上五島町生活安全
推進協議会を開催。（9月
開催予定）

〇防犯パトロールの際に
各家庭のポストへ啓発チ
ラシを投函。

県民会議五島支部

〇警察・町内会等と連携
し、防犯巡視活動を実施。

〇公共機関等に啓発ポス
ターを掲示。
〇防犯パレードへの参加。

〇防犯巡視活動への参
加。
〇青パト・見守り活動の実
施。

〇防犯少年大会への協
力。

〇年金支給日におけるニ
セ電話詐欺被害防止の
街頭キャンペーンへの参
加。
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